
羅
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灘
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倉
V
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羅
馬
家
族
制
度
の
攣
遷

亙
　
緒

言

　
羅
…
騰
叫
に
於
け
る
家
鼠
湘
…
度
の
雛
陶
遜
は
、
羅
罵
》
囲
家
の
政
治
的
艦
｛

遜
を
殆
ど
直
擾
的
に
表
示
す
る
も
の
に
し
て
、
甚
だ
重
要
な
る
問

題
で
あ
り
、
且
つ
量
的
に
槻
て
も
獲
に
漿
大
な
岡
一
曹
で
あ
る
。
何

故
な
れ
ば
、
羅
門
馬
闘
一
蒙
の
勃
照
ハ
は
費
に
強
力
な
る
蒙
「
族
制
度
に
よ

り
儲
A
q
さ
れ
た
る
圃
…
家
紐
織
の
下
に
…
賢
げ
ら
れ
敷
κ
の
で
あ
り
、
家

疫
其
の
嚢
亡
は
羅
馬
家
族
制
慶
の
…
崩
壌
と
大
な
る
豊
年
を
有
す
る

か
ら
で
あ
る
。
さ
れ
ば
、
國
家
組
織
を
十
分
に
完
備
せ
る
以
後
の

羅
馬
に
於
て
は
、
繭
菰
族
制
度
に
剛
…
し
て
も
實
に
多
く
の
丈
蹴
…
を
後

嗣
に
遣
し
て
み
る
。
而
も
虻
ハ
の
大
部
分
は
、
他
の
法
綱
と
共
に
ユ

ス
チ
ニ
ヤ
ヌ
ス
大
帝
に
よ
つ
て
紀
元
六
世
紀
に
鵡
大
な
る
羅
馬
法

全
典
（
8
む
蕊
価
養
凶
ω
。
三
嵩
。
，
）
と
し
て
編
纂
さ
れ
て
居
り
～
且
つ

こ
れ
は
、
今
や
多
々
羅
徒
の
便
宜
の
掩
め
に
オ
ッ
ト
ー
等
に
よ
つ

戸

倉

㌶
ミ

掻

て
響
語
に
轟
さ
れ
（
驚
ω
囎
離
轟
羅
、
塗
．
や
二
、
Y
発

・
…
（
ω
．
勺
。
も
o
O
O
陣
∬
↓
ぴ
Φ
（
り
一
く
出
①
ピ
餌
零
℃
噴
く
O
一
ω
．
　
ド
⑩
ω
N
）
に
よ
っ
て
英
語
塁
讐

れ
て
る
る
Q
故
に
薪
姻
し
透
徹
せ
る
史
服
ハ
を
以
て
此
の
終
ハ
料
を
鹿
兀
ム
轟

に
駆
使
す
る
な
ら
ば
、
實
に
牽
強
あ
る
論
縞
が
作
直
さ
れ
る
も
の

・
と
思
は
れ
る
。
此
の
勲
か
ら
し
て
も
、
こ
の
問
題
を
取
扱
ふ
こ
と

に
癒
し
て
は
重
大
な
る
責
任
を
醸
…
す
る
の
で
あ
る
が
、
細
塵
に
は

托
自
責
錘
を
慈
す
る
の
み
に
し
て
到
底
よ
く
な
し
得
ざ
る
こ
と
を

憾
み
と
す
る
。

　
羅
馬
法
全
典
に
あ
ら
は
れ
叱
κ
と
乙
う
か
ら
す
れ
ば
、
羅
馬
の
家

族
制
度
は
既
に
轟
諏
圏
∵
な
る
組
織
と
し
て
確
立
さ
れ
て
居
砂
、
如
何

に
し
て
そ
れ
が
確
立
さ
れ
允
か
の
曲
っ
て
來
距
る
と
こ
ろ
が
判
明

し
な
い
。
ま
た
、
初
期
の
制
度
と
後
期
の
そ
れ
と
を
比
較
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
蒙
一
族
一
制
度
の
崩
薫
思
し
た
乱
淫
は
鏡
へ
る
が
、
盟
・
に

　
こ
れ
だ
け
で
は
榔
艇
遜
典
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
。
脚
饗
瀬
へ
と
云
ふ
か
ら

（　7s　／：．



に
は
、
少
く
と
も
家
族
制
度
の
確
立
す
る
過
程
と
崩
壌
す
る
過
程

と
を
述
べ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
併
し
、
羅
馬
の
寂
族
制
慶
が
驚
閥
な
も

の
と
し
て
確
立
ざ
れ
る
過
程
を
示
す
可
き
根
本
的
典
料
は
、
殆
ど

絶
無
と
雷
っ
て
磐
…
過
鷺
で
は
な
い
。
故
に
之
を
究
…
明
す
る
に
は
、

か
の
千
八
百
六
十
年
代
の
融
平
蔵
的
・
蝿
族
畢
的
研
究
の
勃
興
し

だ
時
代
に
於
け
る
幾
多
の
碩
躍
一
の
研
究
に
基
づ
い
て
樵
一
棄
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
た
め
に
は
、
か
の
古
代
家
族
の
構
域
に
恐

槽
的
母
系
的
要
素
を
以
て
し
た
る
バ
コ
ー
フ
ェ
ン
の
懸
…
穰
論
（
し
d
餌
・

．
o
び
。
団
。
戸
U
餌
ω
同
≦
暮
審
叢
o
o
｝
戸
僧
H
o
◎
①
困
）
を
一
議
り
藥
び
、
棄
・
海
之

に
封
漉
す
る
父
構
的
父
系
的
蒙
族
論
を
主
張
し
た
る
メ
ー
ン
の
古

代
法
（
窯
鋤
貯
ρ
》
嵩
q
①
簿
い
僧
き
8
。
。
①
H
）
を
基
礎
と
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
と
患
は
れ
る
っ
倫
一
厳
出
來
る
な
ら
ば
バ
コ
ー
7
エ
ン
の
・
夢
野
を

纏…

ｳ　

ｹ
る
も
の
と
言
は
れ
る
モ
ー
ガ
ン
の
宵
代
講
＾
曾
（
寓
。
彗
晦
§
M

＞
旨
。
審
暮
ω
◎
o
凶
醇
ざ
獄
G
◎
刈
刈
）
や
男
凱
。
響
冒
び
団
昌
短
色
ρ
U
⑦
腰

¢
篇
三
蓋
ぴ
q
自
興
国
ヨ
蕪
ρ
同
。
。
。
。
幽
を
参
照
す
る
と
共
に
、
メ
ー

ン
の
如
く
父
醸
論
を
と
る
ク
ー
ラ
ン
ジ
ェ
の
古
代
市
府
論
（
O
o
亭

置
口
速
q
O
ρ
い
鋤
魚
融
拶
⇔
鋤
ρ
質
Φ
”
同
Q
◎
綬
）
や
≦
①
の
8
村
碁
畦
O
ぎ
6
ゲ
Φ

鷺
償
8
曙
◎
酬
麟
⊆
碁
鋤
瓢
寓
幾
遷
貯
ぴ
q
Φ
”
H
G
◎
Φ
H
を
謹
ん
で
か
ら
、
更

羅
馬
撮
　
族
懸
…
鰹
四
の
藤
岬
灘
（
撫
ヂ
脅
撫

に
モ
ン
ゼ
ン
の
穰
威
あ
．
る
幾
多
の
馬
糧
を
基
礎
と
し
て
論
究
す
可

き
で
あ
る
。
而
し
て
、
羅
馬
の
有
更
以
前
の
時
代
に
於
け
る
原
始

的
家
旋
盤
度
を
党
聰
に
穿
．
篤
し
、
更
に
…
進
ん
で
傘
翠
黛
的
な
憎
愛

時
代
の
初
期
、
勘
ち
十
二
表
法
（
鳥
縦
O
瓢
⑦
O
陣
欝
　
件
鋤
び
薫
一
鋤
讐
ヨ
）
制
定

の
頃
豪
で
を
研
究
し
て
、
以
て
父
穰
陶
父
系
的
強
大
な
る
家
族
制

度
の
確
立
す
る
所
以
と
過
程
と
を
明
ら
か
に
す
可
き
で
あ
る
。

　
併
し
乍
ら
、
斯
く
の
如
毫
方
法
を
途
行
ず
る
こ
と
は
甚
だ
難
事

な
る
を
以
て
、
薮
に
は
「
羅
馬
由
恢
族
制
山
炭
の
野
鴨
遜
」
・
甲
に
於
け
る

最
も
容
易
な
る
部
分
を
、
蒲
も
概
括
的
に
蓮
べ
る
こ
と
曳
し
た
。

そ
れ
は
や
が
て
進
む
可
き
W
辺
の
第
一
段
…
階
と
し
て
の
初
歩
’
的
な
魏
訊

み
で
あ
る
。
た
め
に
、
典
斜
と
し
て
の
丈
獄
を
簡
箪
に
利
用
し
得

る
節
W
園
…
、
即
ち
オ
ッ
ト
ー
の
鵜
…
逸
版
や
ス
ロ
ッ
ト
の
回
覧
潮
岬
・
更
に

は
懸
片
的
な
る
邦
断
書
等
を
も
利
用
し
得
る
乱
闘
の
、
主
と
し
て

強
大
な
る
門
構
的
家
族
制
度
の
確
立
し
元
る
時
代
か
ら
出
戸
し
て

之
が
如
何
に
し
て
崩
膿
す
る
か
の
過
程
の
み
を
取
扱
ふ
こ
と
幽
し

た
。
侮
嫁
蚊
ハ
の
論
稿
に
は
、
專
ら
羅
馬
法
に
於
け
る
逓
…
則
を
以
て

し
た
る
が
故
に
、
煩
を
遜
け
て
一
々
の
幽
典
は
寧
ろ
こ
れ
を
省
略

し
て
お
い
允
。
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、
灘
馬
家
族
醐
糞
の
璽
羅
ハ
戸
倉
）

薮
　
古
代
羅
馬
の
家
族
構
成

　
藪
に
～
欝
ふ
古
代
羅
馬
と
は
、
紀
元
細
紐
五
世
紀
牛
頃
の
十
二
表
法

鋼
定
の
頃
ま
で
、
及
び
こ
れ
に
糖
…
く
臨
画
く
の
閥
四
で
あ
る
。
此
の
古

代
羅
棚
馬
に
於
け
る
家
族
闘
［
雛
は
、
家
長
と
其
の
由
菰
御
構
に
服
す
る

肖
歯
入
及
び
奴
隷
と
一
切
の
財
産
と
で
あ
っ
た
。
換
言
す
る
な
ら

ば
、
家
長
と
家
長
の
妻
及
び
家
長
の
認
知
し
た
る
子
女
、
更
に
債

務
關
係
の
理
由
に
よ
っ
て
一
隊
的
に
家
長
橿
に
服
す
る
他
家
の
自

由
入
、
常
並
法
律
上
人
格
を
認
め
ら
れ
ざ
る
奴
隷
と
財
産
一
家

畜
を
含
む
一
般
動
産
と
不
動
産
、
等
一
切
を
包
含
す
る
竜
の
で
あ

る
。
而
し
て
之
等
の
家
族
構
威
の
要
素
は
家
長
に
よ
っ
て
代
表
さ

れ
、
心
身
さ
れ
、
所
有
物
と
見
倣
さ
れ
て
る
疫
。
帥
ち
家
長
の
み
が

法
律
行
爲
の
遊
船
た
ゆ
得
る
自
主
富
者
（
ω
ξ
甘
ほ
ω
）
で
あ
の
、
他

の
蜜
由
入
は
家
長
の
絶
島
灌
に
服
す
る
他
主
擁
考
（
鋤
簡
Φ
三
甘
口
）

で
診
つ
た
。
從
っ
て
山
荻
長
の
之
等
家
族
構
．
域
要
素
に
瓢
一
す
る
支
配

構
は
、
ω
妻
に
封
ず
る
場
合
は
夫
纏
（
ヨ
鋤
β
瓢
ω
）
、
働
未
婚
の
娘
及

び
息
子
（
未
婚
た
る
と
既
婚
馨
る
と
叉
養
子
た
る
と
否
と
を
問
は

ぬ
）
と
璽
に
彼
等
の
妻
子
に
樹
す
る
場
合
は
父
擁
（
唱
簿
轟
轟
℃
o
審
の
・

笹
事
櫨
懲
第
一
號
．
八
○

欝
ω
）
、
紛
他
家
よ
り
一
時
的
に
其
の
弓
長
樺
に
服
す
る
に
棄
つ
た

霞
由
入
に
封
し
て
は
乎
構
（
ヨ
簿
づ
。
督
貯
ヨ
）
、
及
び
ω
奴
隷
、
家
畜

其
の
他
一
切
の
財
産
に
封
ず
る
場
瓜
鱗
は
臨
川
ゐ
何
櫃
（
又
は
支
配
構
或

は
主
人
櫃
、
氏
9
β
営
貯
ヨ
）
と
呼
ば
れ
た
。

　
家
「
長
は
現
一
系
の
男
子
が
相
惚
に
よ
っ
て
虻
ハ
の
地
位
を
臨
む
る
も

の
で
あ
り
、
既
婚
と
未
婚
と
を
闘
は
す
、
叉
年
齢
の
老
若
を
も
問

は
す
、
後
生
す
る
が
．
如
衰
絶
大
な
る
家
長
擢
を
取
得
す
る
も
の
で

あ
る
。

　
妻
は
一
定
の
方
式
の
も
と
に
合
法
婚
と
し
て
成
立
す
る
嚴
格
婚

に
よ
っ
て
其
の
地
位
を
取
得
す
る
も
の
で
あ
る
。
此
の
場
・
合
、
其

の
妻
は
生
家
の
家
族
構
を
失
ひ
、
婚
家
の
家
長
構
に
服
す
る
も
の

に
し
て
、
其
の
地
位
は
家
長
の
娘
と
同
列
に
お
か
れ
る
。
勿
論
家

長
の
妻
は
祭
祀
の
首
長
薫
る
夫
に
代
っ
て
司
祭
す
る
こ
と
あ
る
を

以
て
家
傍
（
ヨ
柵
工
O
冠
　
暁
帥
呂
P
帥
一
服
蝉
ω
）
と
し
て
韓
敬
を
浮
く
る
も
、
法

律
上
は
全
く
娘
と
醐
二
に
し
て
何
等
法
律
行
爲
の
主
監
懸
り
得
な

い
。
ま
允
夫
た
る
家
長
の
死
亡
に
よ
っ
て
自
主
樺
者
と
な
る
も
、

息
子
出
た
は
夫
の
兄
弟
の
如
き
最
近
親
の
宗
族
の
後
見
に
服
せ
ね

ば
な
ら
な
い
。

（　，go　）



　
子
女
は
、
合
法
婚
姻
よ
り
出
生
し
た
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
す
、

而
も
畢
な
る
出
生
の
事
業
に
よ
っ
て
は
當
然
の
寂
族
隅
貝
と
は
な
ら

す
、
家
長
が
之
を
認
知
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
家
長
…
穫
（
父

櫛
）
に
服
す
る
こ
と
鼠
な
る
。
而
し
て
男
子
は
、
家
長
構
冤
除
叉

は
養
子
と
し
て
他
撮
に
牧
癒
せ
ら
れ
ざ
る
以
上
は
、
彼
等
の
服
す

る
籏
畏
の
死
亡
す
る
ま
で
其
の
支
配
墜
下
に
あ
り
、
他
主
纏
者
と

し
て
法
｛
律
行
〆
爲
の
主
…
雛
た
り
縣
∵
な
い
。
実
義
響
の
確
た
る
家
長
が
死

亡
せ
る
場
合
は
自
主
構
と
な
り
相
互
に
宗
族
醐
係
（
鋤
か
q
旨
簿
臨
O
）
を

構
威
す
る
こ
と
鼠
な
る
。
（
但
し
歳
時
に
於
て
は
、
有
旋
以
前
の
逡

風
息
る
長
子
編
蛇
苺
が
相
差
の
範
畠
幽
に
於
・
て
行
は
れ
て
る
た
も
の

と
思
は
れ
る
か
ら
し
て
、
彼
等
の
中
の
理
る
蒋
は
必
ず
し
も
｛
示
族

望
係
を
縫
岡
成
せ
す
、
依
然
と
し
て
漆
…
族
關
…
係
に
あ
っ
た
も
の
と
思

は
れ
る
。
O
O
巳
㌍
Ω
口
ぴ
q
①
の
”
悔
．
り
b
◎
参
照
）
。
こ
れ
に
酬
幽
し
て
女
子
は
、
A
n

法
婚
丁
姻
を
な
す
ま
で
其
の
生
家
の
籔
族
員
で
あ
の
、
婚
姻
一
に
よ
っ

て
其
の
生
家
の
家
・
族
穰
粒
喪
失
し
婚
家
の
寂
族
…
繊
を
一
取
得
す
る
。

其
の
場
合
、
血
族
關
係
（
8
け
q
p
賢
息
。
）
は
全
然
認
め
ら
れ
す
、
生
家

と
の
闘
…
係
は
出
兀
全
に
漸
絶
す
る
ψ

　
次
に
、
他
機
よ
り
入
り
て
～
劇
的
に
籔
長
糠
（
手
旗
）
に
服
す
る

羅
謁
家
族
鋼
慶
の
灘
羅
（
戸
倉
）

霞
由
人
は
、
其
の
生
家
の
家
長
が
債
務
履
行
不
能
等
に
よ
り
て
寂

族
饅
を
他
の
蒙
長
の
手
糠
に
服
せ
し
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

羅
馬
市
民
涜
る
自
由
入
が
羅
馬
七
七
に
於
て
は
奴
隷
と
な
り
得
な

「
か
つ
允
が
允
め
に
獲
生
し
た
一
個
の
特
殊
現
象
で
あ
る
。
手
櫃
に

服
す
る
膚
由
入
は
其
の
象
の
野
営
構
を
取
得
す
る
も
の
で
は
な

く
、
依
’
然
と
し
て
生
家
の
家
塾
梅
を
有
し
生
家
の
父
無
に
服
す
る

も
の
で
あ
る
。
從
っ
て
手
灌
は
回
答
の
意
味
に
於
け
る
家
畏
構
で
は

な
く
、
家
長
纏
よ
り
派
生
せ
る
一
個
の
特
殊
な
恩
讐
と
認
む
響
き

で
あ
る
。
但
し
其
の
獲
生
原
因
よ
り
し
て
明
ら
か
な
る
如
く
、
手

穰
は
ほ
監
製
黒
契
約
に
墓
つ
く
横
…
利
と
は
大
い
に
…
異
な
る
も
の
で
あ

り
、
遙
か
に
張
力
な
も
の
で
あ
る
。
手
構
に
服
す
る
自
由
入
は
、

其
の
手
構
を
離
脱
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
生
家
の
父
構
に
麟
廃
す
る

こ
と
鼠
な
る
の
で
あ
る
が
、
其
の
手
構
に
服
し
て
み
る
閥
は
絶
饗

的
服
從
を
無
儀
な
く
せ
し
め
ら
れ
る
。

　
」
更
に
、
奴
熱
…
∴
壁
際
・
其
の
他
の
葉
叢
に
つ
い
て
ご
欝
す
る
な

ら
ば
、
籔
畜
其
の
他
一
般
財
漆
が
法
律
閲
剛
係
の
濁
雌
鳥
で
あ
る
こ

と
は
書
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
こ
れ
と
全
く
岡
様
に
奴
蒜
も
醤
的
物

と
し
て
家
長
の
所
有
檬
に
延
す
る
も
の
で
あ
り
、
法
律
關
…
係
の
主

第
掃
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羅
馬
家
族
翻
慶
の
継
縫
ハ
辮
倉
）

彊
と
は
な
り
得
な
い
。
從
っ
て
奴
綜
の
取
得
す
る
財
龍
糟
は
碧
眼
…

に
其
の
主
入
印
…
ち
奴
隷
の
主
入
疫
る
山
敏
長
に
欝
罵
…
す
る
も
の
で
あ

る
。
囲
に
、
　
一
切
の
財
薩
は
家
族
財
藩
…
と
し
て
一
難
を
な
し
不
可

分
の
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
古
代
羅
馬
に
於
け
る
癬
…
r
族
落
盤
の
各
要
素
小
に
つ
い
て
早

め
て
簡
軍
な
三
論
を
試
み
托
の
で
あ
る
が
、
此
の
僅
か
な
解
論
に

よ
っ
て
徳
十
分
判
明
す
る
如
く
、
此
の
猿
族
期
成
の
上
に
於
て
最

も
重
要
な
る
地
位
を
占
む
る
も
の
、
否
、
旗
族
圏
膿
其
の
も
の
を

表
示
す
る
も
の
は
家
長
で
あ
り
、
猿
曳
制
度
其
の
も
の
を
顯
現
す

る
も
の
は
家
長
糠
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
重
複
す
る
恐
れ
は
あ
る
が

家
長
毒
悪
の
亀
の
に
就
い
て
い
さ
N
か
詳
蓮
す
る
こ
と
は
必
要
な

こ
と
で
あ
り
、
且
つ
詫
ハ
の
蒙
長
江
の
攣
遜
を
記
述
す
る
こ
と
は
必
．

然…

I
に
家
族
制
山
皮
の
緋
鞠
遜
を
示
す
こ
と
鼠
な
る
。

皿
家
長
継
の
内
容

　
上
述
せ
る
が
如
き
特
長
構
の
癒
族
－
構
成
要
索
に
封
ず
る
諸
種
の

窺
は
、
驚
は
ク
↓
ン
ジ
・
の
莫
が
如
く
（
。
。
殺
恥
鍼
聾

鐸
。
り
、
）
家
族
的
密
議
膿
の
夏
と
見
る
か
、
叉
は
財
礎
の
所

第
篇
十
瓢
巻
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有
主
と
見
る
か
、
或
は
寂
族
甑
櫃
の
裁
判
官
と
見
る
か
の
三
類
に

分
つ
こ
と
が
黒
來
る
。

（
一
）
猿
族
的
｛
示
W
教
の
首
桜
蝦
一
．
古
代
羅
馬
に
於
け
る
ψ
不
教
は
、

決『

ｵ
て
唯
∴
の
榊
を
提
示
す
る
も
の
で
も
～
な
く
、
棄
允
総
べ
て
の

人
闘
に
封
ず
る
合
理
的
な
も
の
で
も
な
い
。
當
時
の
宗
籔
と
し
て

主
な
る
も
の
は
掩
Ψ
一
家
族
の
幽
思
を
敏
く
る
と
こ
ろ
の
純
粋
に

護
的
串
教
で
あ
ゑ
⑳
課
ご
跳
、
、
．
や
）
。
而
し
豪
叢
、
下

蔭…

ﾌ
擁
隅
の
司
蘇
ぶ
と
し
て
、
家
族
的
｛
示
教
の
肥
取
山
鯨
首
長
で
あ
る
。
彼

・
は
櫨
脚
の
火
を
臨
鋤
㌍
嵩
せ
し
め
ぬ
や
，
‘
2
、
帥
ち
…
鳥
膚
縄
の
永
年
…
と
云
ふ
乙

と
に
垂
責
猛
を
負
ふ
も
の
で
あ
る
。
…
從
っ
て
家
の
欝
欝
と
云
ふ
こ

と
を
以
て
第
一
の
義
務
と
し
、
之
が
歩
め
に
籔
族
長
域
要
素
に
饗

し
て
一
樫
汝
の
世
利
を
行
使
し
尭
も
の
で
あ
る
。
部
ち
ω
出
生
兇
の

認
知
擁
、
此
の
構
利
は
二
代
融
禽
に
於
て
は
一
般
に
重
要
な
る
樺

利
で
あ
る
。
假
令
、
子
だ
る
事
讐
が
既
に
雫
ふ
可
ら
ざ
る
も
の
と

せ
ら
れ
允
と
し
て
も
、
直
ち
に
こ
れ
を
以
て
籏
族
的
｛
示
教
國
艦
に

参
加
す
る
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
ゆ
こ
れ
が
爲
に
は
、
宗
敏
的

質
長
π
る
家
長
が
其
の
出
　
生
兇
を
家
族
員
と
し
て
認
知
す
る
と
共

に
、
何
等
か
の
方
式
を
以
て
祭
具
に
加
入
せ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
，

（8り



せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
②
妻
を
離
婚
す
る
樺
。
家
の
断
絶
を
鋤
く
る

π
め
に
不
妊
の
妻
を
離
婚
す
る
と
共
に
．
家
系
の
純
潔
を
保
つ
允

め
に
姦
才
せ
る
蕪
ハ
を
離
婚
叉
は
殺
害
す
る
擢
を
當
然
に
有
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
而
し
て
山
事
を
離
婚
す
る
…
縦
利
は
、
霞
己
の
妻
は
雷

ふ
に
及
ぱ
す
、
蒙
子
の
妻
（
嫁
）
を
竜
濁
擬
革
に
離
婚
せ
し
め
得
る

も
の
で
あ
っ
た
。
的
家
族
員
を
婚
姻
せ
し
め
る
構
利
．
、
郎
ち
家
父

櫃
の
下
に
あ
る
子
女
を
狽
臨
的
に
婚
姻
せ
し
め
る
権
利
に
し
て
、

娘
の
場
合
は
こ
れ
に
封
ず
る
家
父
構
を
他
の
塾
長
に
譲
渡
す
る
も

の
で
あ
ウ
、
息
子
の
場
ム
q
は
他
の
籏
長
構
に
服
す
る
女
子
に
寵
し

て
謹
聴
総
陣
を
取
得
す
る
も
の
で
あ
り
、
家
の
金
縛
い
上
北
侶
だ
難
要
で

あ
る
。
ω
其
の
柚
一
、
家
族
議
了
を
除
籔
…
す
る
樺
…
利
及
び
養
子
礁
勝
…
瓢
を

な
す
構
利
惣
り
を
も
宥
一
す
る
」
も
の
で
あ
っ
た
。

（
二
）
家
〃
蕨
財
蜘
麓
の
翫
円
有
繊
…
Q
山
山
摩
羅
｝
獄
門
に
於
て
は
、
個
人
の
所

有
継
は
認
め
ら
れ
す
、
財
…
濠
は
家
族
圃
闘
雛
共
の
・
も
の
鼠
所
有
に
蹄

し
．
こ
れ
が
分
綱
は
認
め
ら
れ
な
か
つ
允
。
　
一
個
の
家
に
一
機
の

財
薩
が
あ
り
、
寛
ハ
の
牧
盤
者
は
唯
家
長
一
人
の
み
で
あ
り
、
為
｛
財

塵
は
籔
長
の
鷲
墨
中
に
糎
伸
ら
れ
て
居
り
、
妻
も
自
心
子
も
何
物
を
も
所
一

麿
し
得
な
い
。
蝦
藻
、
妻
が
嫁
資
数
持
参
す
る
も
、
其
の
嫁
資
は

羅
馬
家
族
彌
…
鷹
肺
の
纒
紳
蝋
楓
ハ
萄
’
倉
胴
）

何
等
の
留
保
・
も
な
く
轡
兀
桑
に
籔
長
の
所
有
嫌
備
に
婦
し
充
の
で
あ

る
。
婚
姻
中
に
妻
の
取
得
せ
る
財
物
あ
る
場
合
に
は
、
紅
燈
す
べ

て
嬢
長
の
確
認
と
な
り
、
家
族
財
・
産
に
編
入
せ
ら
る
鼠
も
の
で
あ

ゑ
落
首
、
）
。
他
の
家
警
も
亦
暴
虐
の
三
階
あ
り
、
欝

か
ら
は
何
物
を
も
所
腐
し
な
い
。
彼
等
の
逸
し
た
如
何
な
る
腰
輿

も
無
痛
で
あ
り
、
團
時
に
続
騰
何
物
を
も
嵐
身
は
取
得
す
る
こ
と

を
得
な
い
。
彼
等
の
獣
雰
働
の
結
果
、
或
は
商
的
行
爲
に
基
づ
く
刹

ふ
傭
等
は
す
べ
て
家
長
の
勝
有
と
な
る
。
故
に
羅
馬
法
は
家
長
と
家

族
と
の
費
買
契
約
を
禁
じ
て
み
る
が
、
こ
れ
は
、
家
族
員
は
家
長

の
た
あ
に
取
得
し
得
る
に
韻
ぎ
な
い
か
ら
、
結
局
家
長
が
蒙
族
に

轡
買
継
を
な
す
は
自
分
自
身
に
費
買
す
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
か
ら

で
あ
る
（
0
9
⇒
貯
。
・
”
鍔
。
。
M
）
。

　
爾
ほ
営
紬
時
の
羅
照
岬
法
に
よ
れ
ば
、
蕨
長
は
家
族
を
旧
離
小
一
す
る
こ

と
蛮
來
ゑ
遡
償
罫
雛
卸
、
撫
曳
．
、
）
。
こ
襲
長
が
家
に
あ
る

総
べ
て
の
財
産
を
虚
麗
し
得
る
と
云
ふ
絶
劉
樺
に
基
づ
く
も
の
に

し
て
、
譲
心
門
鎮
の
勢
働
に
よ
る
財
産
取
得
は
譲
霜
長
の
財
歳
…
増
加
な

る
が
故
に
、
船
留
員
肉
身
も
亦
…
欄
…
の
財
…
産
と
し
て
観
念
せ
ら
れ

疫
結
果
で
あ
る
。
記
し
て
資
却
さ
れ
海
籏
族
員
が
息
子
な
る
場
合

第
二
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羅
馬
駅
族
翻
疲
の
礎
羅
ハ
輝
禽
）

は
、
弦
ハ
の
も
の
に
樹
す
る
欝
欝
が
鷹
ち
に
漕
…
滅
す
る
の
で
ほ
な
い

か
ら
、
舌
長
は
再
び
息
子
を
取
縦
し
、
爽
に
こ
れ
を
費
郊
す
る
こ

と
が
出
來
る
。
さ
れ
ば
十
二
表
法
は
、
三
図
ま
で
斯
か
る
聯
ハ
却
を

承
認
し
、
三
回
の
賢
却
に
よ
っ
て
息
子
が
家
畏
灌
か
ら
解
放
せ
ら

る
喜
を
明
記
し
て
み
ゑ
難
。
路
β
凹
ω
”
閃
．
餌
吟
）
。

（
三
）
寂
族
團
雛
の
裁
判
構
。
ガ
イ
ウ
ス
の
慰
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る

と
「
家
長
擢
に
服
す
る
五
郎
ち
家
族
員
た
る
妻
子
奴
馨
等
は
裁
舗

に
よ
っ
て
何
物
を
も
取
得
す
る
こ
と
は
幕
無
な
い
。
何
故
な
れ
ば
、

彼
等
は
元
勲
矯
か
ら
の
繊
…
限
と
し
て
は
何
物
を
も
所
有
し
得
な
い

性
質
に
あ
る
か
ら
し
て
、
戯
鵯
に
裁
て
も
亦
何
等
の
請
求
が
許
さ

れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
若
し
家
長
…
催
の
下
に
あ
る
者
が
罪
を
犯
し

旋
な
ら
ば
、
訴
訟
は
群
長
に
封
し
て
提
縄
さ
れ
る
。
從
っ
て
家
族

が
其
の
家
長
に
・
加
へ
た
罪
に
貸
し
て
は
、
何
等
公
的
の
訴
訟
を
提

撃
髪
と
は
出
來
な
い
」
（
Ω
p
同
環
ρ
目
り
Φ
①
…
H
＜
”
樹
霜
刈
G
9
）
・
と
が
判
明
す
る
。

故
に
一
軍
や
寂
F
子
は
原
告
、
被
告
、
移
入
等
の
何
れ
に
・
も
な
り
…
得
な

い
と
云
ふ
結
論
が
明
瞭
に
引
き
嵩
さ
れ
る
。
全
章
族
の
中
で
た
『

家
長
一
人
の
み
が
公
の
法
廷
に
立
つ
こ
と
が
繊
來
る
。
從
っ
て
家

長
は
縦
陣
の
家
族
員
の
犯
し
た
罪
に
離
し
て
は
絶
封
の
責
任
を
魚

第
瓢
牽
鷲
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ば
ね
ば
な
ら
ぬ
。
戴
に
顧
て
か
、
家
族
鼓
に
鋤
す
る
閣
法
構
は
當
然

に
家
長
に
繁
し
、
嬢
侵
は
家
族
闘
羅
醗
内
の
裁
判
宮
と
な
ら
ね
ば
な

ら
ぬ
。
家
長
は
其
の
紳
聖
な
る
濫
つ
強
大
な
る
家
長
構
…
に
よ
っ
て
、

家
族
團
器
の
守
護
神
の
照
覧
の
下
に
、
法
廷
に
臨
ん
だ
裁
・
判
官
の

如
く
箋
の
職
肇
曝
す
る
の
で
あ
ゑ
重
唱
舞
鰍
鉾
華
。

　
家
長
が
其
の
家
族
團
膿
内
で
執
博
す
る
裁
判
檬
は
絶
封
的
で
あ

り
、
上
訴
は
全
然
許
さ
れ
ざ
る
も
の
で
あ
り
、
如
何
な
る
檬
威
も

其
の
裁
判
を
塗
更
妨
害
す
る
と
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
而
し
て

霊
長
は
公
の
法
廷
に
於
け
る
裁
判
官
と
等
し
く
、
輪
坐
員
に
射
し

て
死
刑
を
宣
告
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
允
。
さ
れ
ば
老
カ
ト
！

は
「
家
長
が
妻
を
裁
く
権
利
は
無
制
限
で
あ
り
、
杢
然
彼
の
欲
す

る
が
ま
玉
に
行
ふ
こ
と
が
出
來
・
る
。
妻
が
過
失
を
な
せ
ば
懲
罰
し
、

妻
が
欽
瀬
す
れ
ば
燧
刑
し
、
若
し
凄
が
姦
題
す
れ
ば
慮
ち
に
こ
れ

を
殺
害
す
る
」
と
言
っ
て
み
る
。
此
の
罪
報
は
子
女
に
…
封
し
て
も

全
く
同
衆
冊
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
彼
の
カ
チ
リ
ナ
の
陰
澱
堺
事
件
に
加

樵
掘
せ
る
自
田
子
を
瓢
棋
盗
嵐
し
允
籏
父
の
有
名
な
小
胴
概
に
よ
っ
て
も
誰
明

さ
れ
る
。

　
古
代
羅
馬
に
焚
け
る
家
長
檬
の
絶
大
な
り
し
乙
と
は
實
に
斯
く

（　S－k一　）



の
加
川
き
も
の
で
あ
っ
か
｝
。

W
　
家
長
椹
の
衰
微

　
絶
封
的
な
家
長
檬
の
下
に
三
旬
さ
れ
て
る
允
露
代
羅
馬
の
家
族

出
陳
は
、
羅
馬
國
蒙
の
嚢
展
に
伸
っ
て
次
第
に
褒
擁
す
可
き
主
命

を
辿
る
に
至
つ
元
。
脚
ち
羅
馬
の
國
籔
的
嚇
裟
展
は
、
強
大
な
面
魂

構
の
蓮
用
を
三
婆
と
し
な
い
の
み
な
ら
す
、
時
に
は
寧
ろ
妨
害
と

．
さ
へ
・
も
な
っ
た
。
轡
ハ
に
輩
閲
な
蒙
…
r
立
込
…
度
を
必
要
と
し
た
の
は
、

羅鞭

n
が
未
だ
都
山
巾
…
國
蒙
…
．
た
る
の
域
を
脆
し
な
い
時
代
の
こ
と
で
あ

り
、
主
と
し
て
紀
元
前
四
世
紀
前
牟
の
ガ
リ
入
（
O
鐵
獄
）
の
侵
酪
を

蒙
つ
允
頃
豪
で
冥
あ
る
。
當
時
は
朱
だ
國
家
構
力
が
微
弱
な
り
し

充
め
、
各
蒙
に
於
け
る
織
斑
撮
の
個
別
的
な
自
［
画
な
活
動
は
保
冷
…

、
さ
れ
な
か
っ
た
“
り
從
っ
て
各
個
入
は
梱
集
っ
て
驚
…
岡
な
集
闘
閻
的
寂

族
生
活
を
な
す
必
要
が
あ
っ
た
。

　
然
る
に
紀
元
前
三
楽
九
年
、
途
に
ガ
リ
入
を
撃
…
退
し
、
更
に
典

の
後
約
牛
世
紀
…
間
に
亙
り
て
三
儀
の
サ
ム
一
二
テ
臨
戦
役
を
決
行

し
、
都
富
…
國
窯
…
と
し
て
の
羅
馬
は
近
代
的
な
地
域
的
…
國
欝
　
と
転
へ
り
、

翻
外
關
係
も
次
第
に
複
礫
と
な
つ
療
、
高
輪
農
業
的
小
都
寮
叢
る

羅
焉
数
族
瀬
｝
薙
槽
の
懸
岬
叢
（
芦
倉
）

羅
馬
は
商
業
的
大
都
市
と
攣
っ
た
。
殊
に
虻
ハ
の
後
紀
元
前
二
八
O

年
ギ
リ
シ
ャ
…
櫃
民
市
タ
レ
ン
ツ
ム
二
三
に
あ
三
白
エ
ピ
ル
ス
｝
土
ピ

ル
ス
と
一
臨
職
を
交
へ
て
以
後
は
、
羅
馬
の
地
中
灘
獲
展
は
實
に
隣

膨
ま
し
き
も
の
で
あ
ろ
た
。
彼
の
三
剛
に
及
ぶ
ポ
ェ
煮
戦
役
に
よ

つ
て
⊥
刀
ル
淋
ク
“
コ
を
破
り
南
は
ア
フ
リ
カ
北
山
澤
L
よ
眠
り
西
俳
臥
ノ
ー
ス
。
ハ
　
ユ

ヤ
に
凱
ハ
の
領
土
を
擁
張
し
た
。
ま
潅
關
一
じ
く
三
團
に
及
ぶ
マ
ケ
ド

ニ
や
臨
戦
役
に
よ
っ
て
東
方
マ
ケ
ド
ニ
ヤ
を
征
服
し
、
更
に
カ
ル
タ

ゴ
滅
亡
の
年
・
に
は
ギ
リ
シ
ャ
・
本
土
を
も
．
羅
驚
蝉
の
一
プ
捻
ヴ
イ
ン
ス

と
し
允
。
斯
く
領
土
的
獲
門
贋
を
…
逐
げ
つ
鼠
あ
る
間
に
、
羅
肥
馬
の
鮒
灘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

濟
生
活
は
大
量
に
於
て
農
業
生
活
よ
わ
商
工
業
生
活
に
韓
じ
、
封
ω

外
貿
易
も
誌
一
だ
見
る
続
き
も
の
が
あ
っ
売
。
そ
れ
と
共
に
東
方
文

化
殊
に
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
風
潮
の
鹸
岬
入
義
目
糊
は
罵
嘩
馬
の
批
＾
曾
生
活
を
一

歳
せ
し
む
る
に
至
つ
元
。
即
ち
精
紳
的
・
素
朴
的
・
農
村
的
生
活

は
物
質
的
・
快
漁
困
的
・
都
市
的
生
活
と
“
饗
り
甚
だ
し
く
唐
　
移
漂
株

の
風
潮
を
糖
…
來
し
、
猟
鱈
來
の
寮
…
総
的
閣
　
難
∵
王
毅
は
覧
瞬
榊
せ
る
個
入

・
王
義
に
僻
饗
つ
允
。
そ
れ
が
た
め
原
始
的
ψ
び
教
叢
る
古
代
撒
騰
馬
の
家

族
的
宗
教
は
自
ら
褒
醸
せ
ぎ
る
を
得
な
か
つ
幾
。
蕪
に
於
て
か
羅

馬
の
大
蒙
族
翻
…
濾
叢
濃
一
番
銘
W
を
來
～
癒
す
耽
と
蕊
な
つ
癒
。

第
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羅
轟
家
族
欄
縫
の
礎
濾
（
鴨
猟
）

　
斯
く
て
共
瀦
政
時
代
に
於
け
る
羅
燭
閣
家
の
獲
展
は
、
先
づ
配

賦
の
基
礎
を
驚
薗
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
即
ち
串
央
集
瀬
を
確

立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
人
の
活
動
の
安
全
を
保
誰
し
、
羅
岡

な
る
家
族
團
膿
の
結
束
を
敢
へ
て
必
要
と
せ
ざ
る
に
至
ら
し
め

允
。
更
に
閣
籔
機
關
…
と
し
て
の
司
法
機
關
も
整
備
し
各
蒙
旋
葭
の

裁
判
は
必
ず
し
も
畢
げ
て
家
．
長
に
一
任
す
る
も
の
と
は
限
ら
な
く

な
っ
て
、
家
長
の
有
す
る
蒙
．
族
團
膿
の
裁
判
繊
は
幾
多
の
制
限
を

、
受
け
る
に
蚕
つ
た
。
次
い
で
領
土
の
陥
鞭
耀
張
に
件
ふ
商
業
貿
　
易
の
獲

達
と
富
の
蓄
積
と
は
、
言
入
の
戦
乱
な
る
活
動
と
財
産
の
客
易
な

分
割
譲
渡
と
を
絶
封
的
に
必
要
な
ら
し
め
た
。
斯
か
る
傾
向
は
霞

ら
各
個
人
を
し
て
強
力
な
る
家
．
長
檬
の
、
前
言
か
ら
愚
管
せ
し
め
る

こ
と
』
な
り
、
岡
隠
に
磁
器
の
財
漆
綴
を
薄
溺
な
ら
し
め
、
古
代

羅
馬
の
家
族
制
度
を
し
て
動
揺
せ
し
め
る
こ
と
歪
な
つ
た
．
更
に

古
代
羅
馬
の
壌
族
的
結
合
の
白
妙
な
基
礎
を
形
訂
せ
る
家
族
的
宗

轡教

ｪ
山
裳
鋤
旧
す
る
や
、
祭
祀
の
首
長
と
し
て
の
猿
r
侵
の
…
暴
力
も
亦
山
裳

嫁
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
れ
と
共
に
東
方
世
界
の
哲
凝
滞
思

蒲想

ﾍ
個
人
の
鴬
回
騰
～
を
促
し
、
入
W
迫
主
監
梱
を
喚
起
し
、
各
個
人
（
奴
㎝
隷

を
も
継
る
程
度
に
含
め
て
）
を
し
て
凝
立
せ
し
め
る
と
共
に
、
斯

第
鵬
十
蹴
巻
　
嬉
　
號

鍵
穴
．

か
る
個
入
主
叢
聯
繋
陶
髪
合
灘
化
し
、
以
て
釜
粛
其
の
傾
尚
を
助
．

長
せ
し
め
た
。
而
し
て
斯
か
る
傾
向
を
法
制
上
に
活
用
し
た
も
の

一
ほ
法
務
画
騰
（
市
法
務
富
唱
鴨
働
Φ
件
O
醜
　
¢
臆
び
簿
ゆ
廷
ω
一
に
晶
醐
三
六
七
年
以

來
、
外
人
係
法
務
宮
響
鋤
簿
。
邑
唱
①
毒
か
q
憎
ヨ
自
ω
は
晶
酬
エ
四
一
一
年
以
來

設
定
）
で
あ
ゆ
、
其
の
詑
録
は
撫
切
法
（
甘
ω
び
O
ロ
O
り
鋤
ユ
灘
区
）
と
し

て
後
世
に
徳
へ
ら
れ
て
る
る
。
さ
れ
ば
法
務
官
は
移
り
行
く
時
代

の
厳
器
を
代
表
し
て
、
獺
大
な
る
家
長
檬
に
斧
鍾
を
加
へ
之
を
嚢

微
せ
し
め
た
も
の
で
あ
る
。

　
更
に
家
長
樺
の
衰
徽
、
縮
少
を
導
鋤
⇒
償
9
悔
簿
嘗
冨
唱
O
富
ω
富
ρ

ヨ
端
紅
凶
q
℃
幽
鎧
ヨ
噂
恥
O
ヨ
陣
欝
一
八
ヨ
の
各
璃
ハ
に
就
い
て
粗
土
な
る
具
興
測
器

法
制
を
以
て
読
明
す
る
な
ら
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

（
一
）
夫
子
の
縮
…
少
．
古
代
に
於
け
る
噸
廠
絡
…
婚
に
は
三
個
…
の
形
式

（
宗
教
心
o
o
⇔
唾
鋤
讐
Φ
簿
δ
、
萱
買
婚
8
①
彗
鷺
δ
、
取
得
婚
賃
ω
β
ω
）
が

あ
り
た
る
も
（
O
鋤
同
質
ρ
H
昌
ω
け
。
ド
“
8
μ
O
）
、
煎
へ
の
中
、
取
得
婚
は
一
年

聞
の
男
・
女
北
ハ
同
生
活
に
よ
っ
て
合
法
婚
が
成
立
す
る
も
の
と
し
、

妻
は
課
長
の
夫
構
に
服
す
る
こ
と
』
な
る
。
但
し
一
年
閣
…
に
三
夜

連
僻
し
て
外
泊
す
る
と
選
は
所
謂
…
「
三
泊
の
中
断
」
（
g
の
二
機
℃
効
⇔
o

嘗
ヨ
0
9
凱
）
に
よ
っ
て
時
奴
の
中
断
を
來
す
こ
と
が
十
二
表
法
に

（S6）



規
定
蕊
て
る
る
（
率
㌔
）
。
併
し
三
際
に
於
薪
か
る
縷
に

あ
る
者
を
婚
姻
で
な
い
と
…
見
徹
す
こ
と
は
、
時
に
護
り
に
も
苛
酷

な
こ
と
玉
な
る
。
よ
っ
て
法
務
官
は
斯
か
る
歌
況
に
あ
る
者
を
次

第
に
適
法
な
婚
姻
（
ヨ
㌶
二
難
0
5
揮
発
δ
銀
鉱
ヨ
仁
導
）
と
認
め
、
た

懸
隔
を
し
て
夫
糠
…
に
服
せ
ざ
る
こ
と
焦
し
た
。
こ
れ
所
謂
嵐
山
…
婚

に
し
て
、
時
代
が
下
る
に
し
た
が
ぴ
次
第
に
多
く
行
は
れ
る
に
至

っ
た
（
盟
⑳
・
切
O
”
嵩
…
c
。
O
）
。
此
の
籍
於
て
嚢
櫃
笑
馨
制
限
豊
け

る
こ
と
Σ
な
つ
允
欝

（
二
）
簾
の
制
限
。
古
代
驚
に
於
て
は
、
父
糞
紫
聾
瀞

㏄“）

ﾉ
服
す
薯
綬
整
経
く
全
く
人
肇
同
筆
ら
れ
な
か

つ
掩
．
然
…
る
に
時
代
の
…
進
展
に
つ
れ
て
家
族
昌
汽
｛
菰
子
）
は
次
第
に

父
構
か
ら
卓
立
し
、
寝
溜
生
活
に
於
て
も
一
個
の
人
格
を
有
す
る

も
の
と
認
め
ら
れ
て
來
た
。
鞭
っ
て
猿
長
が
其
の
譲
子
に
遍
し
て

有
一
す
る
生
殺
　
凱
ハ
奪
の
繊
は
名
死
際
法
に
よ
っ
て
榊
酬
次
制
温
血
一
さ
れ
、
更

に
蒙
．
子
は
家
長
に
蜀
し
て
扶
養
を
請
求
し
得
る
こ
と
㌧
な
つ
允
。

拘
ぼ
勢
子
の
身
分
上
．
の
雛
鞠
更
、
例
へ
ば
曲
喪
子
偉
勝
組
や
婚
姻
等
に
關
…

し
て
は
拳
の
蕊
が
要
件
姦
ら
る
毒
悪
奥
8
9
欝
群

馬
。
斯
く
察
の
身
分
走
撃
豪
叢
が
蓼
編
限
を
受

羅
編
簸
族
鰯
獲
め
縫
灘
ハ
戸
倉
）

け
る
に
至
っ
た
と
共
に
、
財
産
上
に
於
て
も
受
働
陣
で
あ
っ
た
。
轡
ハ

際
に
於
て
家
長
は
特
定
の
財
産
を
家
子
に
使
用
牧
熱
せ
し
め
、
其

の
特
有
掃
財
産
（
唱
Φ
O
環
電
工
β
）
よ
の
生
す
る
講
…
挿
｝
の
法
種
　
闘
係
は
’
先

つ
い
慣
層
に
よ
っ
て
、
更
に
法
務
宮
に
よ
っ
て
潮
齢
撚
…
の
支
配
を
発

れ
た
。
槻
に
家
子
の
特
有
財
礎
は
帝
政
時
代
と
な
り
て
一
議
獲
達

し
、
此
の
黙
に
満
て
｛
菰
長
倉
は
総
々
大
な
る
制
限
を
受
け
る
こ
と

蕊
な
る
。

、
（
こ
…
）
手
槽
の
制
限
、
或
る
家
長
が
自
己
の
簾
…
長
…
穗
に
服
す
る
寅
…

子
塗
驕
に
他
の
箋
睾
雑
業
零
’
署
賑
せ
し
め
る

こ
と
は
、
古
代
に
於
て
は
別
段
制
限
が
な
か
っ
た
。
然
る
に
共
和

政
末
期
と
な
る
や
、
一
雇
傭
…
契
．
約
の
制
度
が
次
第
に
獲
達
し
て
來
た

爲
め
、
家
子
の
不
法
行
爲
に
慰
す
る
鐵
長
の
責
任
と
し
て
、
被
害

者
た
る
家
長
に
家
子
を
引
渡
す
場
合
に
の
み
限
ら
れ
る
こ
と
鼠
な

っ
た
。
而
も
此
の
下
煮
n
に
、
引
渡
を
受
け
た
山
薮
畏
は
、
其
の
手
檬

に
服
す
る
該
家
子
の
勢
働
に
よ
っ
て
其
の
損
害
を
環
繍
…
し
認
る
時

は
、
崩
撃
ち
に
置
（
の
手
…
穣
を
鯉
桝
除
せ
ね
ば
な
ら
、
・
な
い
こ
と
玉
野
な
つ
π
o

斯
く
て
実
子
を
引
渡
す
蒙
長
の
樺
限
も
、
謙
疫
引
渡
を
受
け
る
家

長
の
穣
限
も
共
に
大
な
る
制
限
を
受
け
る
こ
と
』
な
り
、
後
に
は

箪
二
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灘…

n
簾
…
族
擬
W
礁
悔
の
膿
W
灘
（
無
ヂ
禽
…
）

金
く
ヨ
鐸
芦
ド
甘
蜜
欝
は
溝
滅
す
る
と
と
x
な
る
。

（
四
）
所
有
檬
の
縮
少
。
駅
長
櫻
の
一
面
涜
る
所
有
樺
と
し
て
の

良
・
露
暴
富
鵠
．
）
は
、
寒
し
姦
墜
一
叢
産
と
評

す
る
檬
利
で
あ
る
が
、
　
一
般
財
灌
に
鋤
す
る
所
有
椹
が
紬
少
さ
れ

允
こ
と
は
上
蓮
の
特
有
財
産
を
認
め
る
に
二
つ
疫
こ
と
に
よ
っ
て

十
分
に
判
明
す
る
。
元
貸
奴
蒜
に
封
ず
る
樺
利
と
し
て
の
α
o
B
苧

鄭
貯
ヨ
が
縮
少
さ
る
鼠
の
は
、
奴
隷
が
其
の
性
質
上
園
家
の
経
濟

生
活
と
あ
ま
り
に
も
密
接
な
關
係
を
有
す
る
た
め
に
、
褒
展
途
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が

に
あ
っ
脛
骨
和
政
時
代
に
は
寧
ろ
奴
隷
を
酷
使
す
る
必
要
が
あ
の

山
O
ヨ
郵
貯
ヨ
は
聯
帯
大
で
あ
っ
た
。
併
し
そ
れ
に
し
て
も
共
和
政
末

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嚇

期
と
な
り
羅
馬
の
征
服
事
業
が
一
段
落
つ
き
、
且
つ
ギ
リ
シ
ャ
思

磁心

ｪ
櫨
…
冷
す
る
や
、
殊
に
ス
ト
ア
哲
藥
の
影
…
鰻
同
の
下
に
心
胆
献
｛
法
的

見
解
に
し
た
が
っ
て
奴
綜
を
優
遇
す
る
こ
と
x
な
っ
た
。
例
へ
ば

紀
元
十
九
年
頃
に
制
定
さ
れ
た
δ
運
脚
①
嘗
。
艮
鋤
は
、
儂
令
奴
隷

に
過
央
が
あ
っ
て
も
、
家
長
ぼ
・
宮
鷹
の
許
．
可
な
し
に
こ
れ
を
殺
害

す
る
こ
と
を
禁
じ
て
．
み
る
。
更
に
其
の
後
キ
リ
ス
ト
…
教
の
入
舞
主

義
的
傾
…
、
向
が
浸
欄
旧
す
る
や
、
奴
磯
樽
の
特
有
財
産
を
勃
睡
め
て
こ
れ
を

厚
遇
し
、
叉
は
解
放
す
る
こ
と
が
盛
と
な
り
、
此
の
方
薗
よ
り
も

　
　
　
　
　
　

第
二
十
識
巻
　
纂
周
號
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瓢
。
ヨ
貯
貯
ヨ
は
縮
少
さ
れ
る
こ
と
玉
な
つ
允
。

　
以
上
各
｛
力
爾
よ
け
瞥
兇
せ
る
が
如
く
、
古
代
羅
馬
に
於
け
る
絶

大
な
る
家
畏
檬
は
次
第
に
一
幾
多
の
剃
限
を
受
け
、
著
し
く
衰
微
の

傾
向
を
辿
る
こ
と
鼠
な
っ
た
。

V
　
結

甑rcpt

　
斯
く
の
如
く
強
力
な
る
家
長
櫃
が
嚢
子
し
た
こ
と
は
、
結
局
家

族
團
雛
の
彊
大
な
統
率
樺
を
薄
弱
な
ら
し
め
た
も
の
で
あ
砂
、
同

時
に
ま
苑
輩
固
な
る
家
族
題
号
そ
の
も
の
玉
質
的
量
的
分
解
を
來

允
さ
し
め
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
．
家
長
椛
の
山
数
微
其
の
も
の
が
大

山
菰
族
…
制
度
を
…
麗
壌
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
蒲
し
て
、
療
挙
上
の
山
装

微
其
の
も
の
は
羅
馬
國
家
に
於
け
る
中
央
集
穣
の
確
立
並
に
羅
驚
馬

の
世
界
．
的
國
家
へ
の
獲
展
に
俘
ふ
必
然
の
結
果
で
あ
っ
た
。
勿
論
、

申
央
集
穰
の
確
立
は
必
然
的
に
特
長
檬
の
萎
縮
を
來
た
さ
し
む
る

と
す
る
も
、
必
ず
し
も
家
族
制
度
其
の
も
の
を
崩
壊
せ
し
め
る
必

要
は
な
い
か
も
知
れ
ぬ
。
併
し
乍
ら
、
羅
馬
の
共
和
政
時
代
に
於

け
る
目
慨
難
し
い
國
蒙
的
嚢
展
、
豊
ハ
の
機
展
の
段
…
階
に
於
て
時
間

的
に
も
室
間
的
に
竜
飛
躍
的
で
あ
っ
た
例
外
的
構
外
噛
開
は
、
必
然

（8S）



的
に
羅
贈
馬
國
家
計
旧
事
の
内
部
組
織
に
も
大
な
る
癬
へ
動
…
を
蹴
ハ
へ
ざ
る

を
得
叛
か
つ
た
。
　
一
轍
都
市
よ
り
勃
興
し
て
四
隣
を
征
駅
す
る
た

め
に
は
、
其
の
始
め
羅
馬
に
於
け
る
が
如
き
極
度
の
内
部
的
統
制

と
秩
序
と
を
必
要
な
ら
し
め
た
る
も
、
一
度
三
大
陸
に
ま
沁
が
る

世
界
國
家
を
竃
現
し
之
が
統
治
者
と
な
る
に
及
ん
で
は
、
外
部
に

議
し
て
は
極
度
に
張
、
力
な
る
統
制
を
翼
々
必
要
と
す
る
も
、
内
に

向
っ
て
は
自
ら
異
な
る
組
織
を
と
る
と
共
に
、
墾
化
し
行
く
耽
會

歌
態
を
認
容
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
即
ち
極
小
塗
家
よ
り
極

大
点
猟
國
に
麟
四
廻
し
た
羅
馬
に
於
て
は
、
虻
田
の
中
・
央
集
構
は
著
し
く

強，

ﾍ
な
る
こ
と
」
直
篇
俵
的
な
る
こ
と
鼠
を
必
要
と
し
、
從
前
の
如

き
家
長
を
通
じ
て
第
二
次
的
に
羅
馬
市
民
を
統
制
す
る
こ
と
を
許

さ
す
、
從
っ
て
古
來
の
強
力
な
る
家
長
糠
を
排
除
す
る
必
要
を
生

ぜ
し
め
疫
。
而
も
此
の
縛
廻
が
罷
り
に
も
急
激
な
り
し
霞
め
、
羅
馬

隅
店
〃
の
家
族
舗
…
度
を
維
持
す
可
譜
縦
＾
轡
的
灘
甲
備
を
招
平
せ
ざ
る
の

み
な
ら
す
、
蕉
來
の
絶
大
な
る
家
長
雛
制
度
に
封
ず
る
反
動
的
傾

向
を
も
生
ぜ
し
め
、
翠
な
る
家
長
構
の
萎
縮
に
は
と
穿
ま
ら
す
し

て
、
家
族
制
度
其
の
も
の
を
も
崩
蔑
・
せ
し
む
る
に
至
っ
た
。
故
に
、

⊥百

纓
?
伽
馬
の
大
家
一
族
一
制
唐
…
を
…
朋
瓶
偲
せ
し
め
か
∵
も
の
は
、
羅
馬
闘
回
籔
r

の
驚
異
的
な
る
画
展
そ
れ
霞
身
で
あ
っ
た
と
云
ふ
可
き
で
あ
る
。

〈89）

羅
馬
家
族
捌
獲
の
鍵
縫
（
戸
倉
）
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